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市
の
児
童
手
当
を

ご
存
知
で
す
か

所
得
の
な
い
18
歳
未
満
の
児
童

を
４
人
以
上
養
育
し
、
平
成
18
年

１
月
１
日
か
ら
引
き
続
き
三
鷹
市

に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録

し
て
い
る
方
に
、
４
人
目
の
お
子

さ
ん
か
ら
１
人
に
つ
き
月
額
１
千

円
の
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
保
護
者
の
方
の
銀
行
口
座
番
号

が
分
か
る
も
の
と
印
鑑
を
持
参

し
、
子
育
て
支
援
室
（
市
役
所
４

階
i
番
窓
口
）
へ
申
請
す
る
。

◆
市
の
児
童
手
当
の
振
り
込
み

平
成
18
年
４
月
〜
９
月
分
の
手

当
を
９
月
29
日
ª
に
、
指
定
さ
れ

た
金
融
機
関
の
預
金
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
（
金
融
機
関
に
よ
り
２

〜
５
日
程
度
遅
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）。

t
子
育
て
支
援
室
@
内
線
２
６

７
７平

成
18
年
度
用
乳
幼
児
医
療

証（
若
草
色
）を
郵
送
し
ま
す

10
月
１
日
∂

か
ら
使
用
す
る
若

草
色
の
乳
幼
児
医
療
証
を
、９
月

末
ま
で
に
ご
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

現
在
使
用
中
の
オ
レ
ン
ジ
色
の

医
療
証
は
、
10
月
１
日
以
降
使
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
子
育
て
支
援

室
（
市
役
所
４
階
i
番
窓
口
）
の

回
収
箱
へ
返
却
す
る
か
、「
〒
181

―
８
５
５
５
三
鷹
市
役
所
子
育
て

支
援
室
」へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
が
未
提
出
の
方
は
保
留
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
至
急
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

新
た
に
乳
幼
児
医
療
証
の
対

象
と
な
る
方
は
10
月
31
日
∏

ま
で
に
申
請
を

10
月
１
日
か
ら
所
得
制
限
が
緩

和
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
10

月
31
日
∏
ま
で
に
、
子
育
て
支
援

室
（
市
役
所
i
番
窓
口
）
へ
乳
幼

児
医
療
証
の
交
付
を
申
請
し
て
く

だ
さ
い
（
申
請
が
遅
れ
る
と
、
10

月
１
日
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
）。

※
ご
家
族
の
中
に
乳
幼
児
医
療

証
を
お
持
ち
の
お
子
さ
ん
が
い

て
、現
況
届
を
提
出
済
み
で
あ
り
、

児
童
手
当
制
度
の
所
得
制
限
の
緩

和
に
該
当
し
、
今
年
す
で
に
三
鷹

市
に
児
童
手
当
を
申
請
さ
れ
て
い

る
方
は
、
乳
幼
児
医
療
証
の
申
請

も
同
時
に
受
付
済
み
で
す
の
で
、

申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

t
子
育
て
支
援
室
@
内
線
２
６

７
６自

立
支
援
医
療（
育
成
医
療
）

・
小
児
慢
性
疾
患
医
療
費
を

助
成
し
ま
す

◆
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
18
歳
未
満

の
児
童
が
、
確
実
な
効
果
が
期
待
で

き
る
手
術
な
ど
の
治
療
を
受
け
る
場

合
に
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

◇
認
定
条
件
　
①
保
護
者
が
市
内

に
在
住
し
、
児
童
が
満
18
歳
未
満

で
あ
る
こ
と
（
手
術
日
が
18
歳
の

誕
生
日
よ
り
前
で
あ
る
こ
と)

、

②
身
体
に
機
能
障
が
い
が
あ
る
こ

と
、
③
手
術
な
ど
で
確
実
な
治
療

効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
、
④
保

護
者
の
市
民
税
所
得
割
課
税
額
が

20
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
、
⑤
指

定
医
療
機
関
で
治
療
す
る
こ
と
。

※
入
院
時
の
食
事
代
、
健
康
保

険
が
適
用
に
な
ら
な
い
治
療
・
投

薬
、
診
断
書
料
、
差
額
ベ
ッ
ド
代

な
ど
は
助
成
対
象
外
で
す
。

◆
小
児
慢
性
疾
患
医
療
費

小
児
慢
性
疾
患
対
象
疾
病
に
罹

患
（
り
か
ん
）
し
、
症
状
が
認
定

基
準
に
該
当
し
て
い
る
18
歳
未
満

の
児
童
に
対
し
、
医
療
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

◇
認
定
条
件
　
①
児
童
が
市
内
に

在
住
の
満
18
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

(

18
歳
未
満
で
認
定
を
受
け
、
引

き
続
き
医
療
券
を
交
付
さ
れ
て
い

る
場
合
は
満
20
歳
未
満
ま
で
延
長

可
）、
②
厚
生
労
働
大
臣
が
告
示

し
た
小
児
慢
性
疾
患
の
対
象
と
な

る
疾
患
に
か
か
り
、
認
定
基
準
に

該
当
す
る
病
状
で
あ
る
こ
と
。

※
健
康
保
険
が
適
用
に
な
ら
な

い
治
療
・
投
薬
、
診
断
書
料
、
差

額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
は
助
成
対
象
外

で
す
。

▼
認
定
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
お
子
さ
ん
は
子
育
て
支
援
室

（
市
役
所
４
階
i
番
窓
口
）へ
申
し

込
む
。
認
定
を
受
け
る
と
医
療
券

が
東
京
都
か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。

t
子
育
て
支
援
室
@
内
線
２
６

７
８施

設
入
所
者
の
乳
幼
児
医
療
、

ひ
と
り
親
医
療
費

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

よ
り
、
10
月
か
ら
児
童
福
祉
法
で

定
め
る
知
的
障
が
い
児
施
設
、
盲

ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児

施
設
お
よ
び
重
症
心
身
障
が
い
児

施
設
の
入
所
の
方
も
医
療
費
が
自

己
負
担
と
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
乳
幼
児
医
療
、
ひ
と

り
親
医
療
の
対
象
と
な
る
方
は
、

自
己
負
担
の
一
部
ま
た
は
全
部
が

免
除
と
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す

る
方
は
子
育
て
支
援
室
@
内
線
２

６
７
７
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

子
育
て
は
○
○
と

同
じ
く
ら
い
お
も
し
ろ
い

三
鷹
市
地
域
家
庭
教
育
支
援
推

進
協
議
会
・
市
教
育
委
員
会
共
催

事
業
。
対
象
は
幼
児
を
子
育
て
中

の
方
。

▽
10
月
17
日
〜
平
成
19
年
２
月
６

日
の
毎
週
火
曜
日
午
前
10
時
〜
正

午
（
全
13
回
）、
社
会
教
育
会
館

で
。
講
師
は
ア
フ
タ
フ
バ
ー
バ
ン

代
表
北
島
尚
志
さ
ん
ほ
か
。
２
歳

以
上
の
未
就
学
児
の
保
育
あ
り
。

▼
９
月
19
日
∏
〜
25
日
∑
午
前
９

時
30
分
〜
午
後
５
時
に
社
会
教
育

会
館
@
49
―
２
５
２
１
へ
申
し
込

む
。
定
員
20
組
。
保
育
定
員
20
人
。

離
乳
食
中
期
講
習
会

（
保
育
付
）

対
象
は
５
〜
８
カ
月
の
お
子
さ

ん
を
も
つ
市
内
在
住
の
保
護
者
の

方
。
▽
10
月
27
日
ª
午
後
３
時
〜

４
時
（
午
後
２
時
45
分
か
ら
受

付
）、
牟
礼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
で
。
講
師
は
市
立
保
育
園
栄

養
士
。

▼
９
月
19
日
∏
午
前
10
時
か
ら
子

ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
す
く
す

く
ひ
ろ
ば
@
45
―
７
７
１
０
へ
直

接
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
む
。
先

着
12
人
。

双
子
の
親
の
交
流
会

就
学
前
の
双
子
ま
た
は
三
つ
子

の
お
子
さ
ん
を
持
つ
保
護
者
の
方

の
交
流
会
で
す
。

▽
９
月
25
日
∑
午
前
９
時
45
分
か

ら
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
で
。

▼
９
月
22
日
ª
ま
で
に
同
セ
ン
タ

ー
@
46
―
３
２
５
４
へ
申
し
込

む
。
先
着
16
人
。
保
育
先
着
18
人

（
お
座
り
の
で
き
な
い
お
子
さ
ん

は
保
護
者
と
一
緒
の
参
加
）。

親
子
で
楽
し
む
わ
ら
べ
う
た

対
象
は
０
〜
３
歳
ぐ
ら
い
の
親

子
。

▽
９
月
29
日
ª
＝
三
鷹
駅
前
図
書

館
、10
月
６
日
ª
＝
東
部
図
書
館
、

20
日
ª

＝
西
部
図
書
館
、
27
日

ª
＝
三
鷹
図
書
館
本
館
、
い
ず
れ

も
午
前
11
時
〜
11
時
30
分
。

▼
直
接
会
場
へ
。
定
員
25
組
。

t
三
鷹
図
書
館
本
館
@
43
―
９

１
５
１

西
児
童
館

親
子
健
康
体
操
教
室

対
象
は
２
歳
以
上
の
幼
児
と
そ

の
親
。

▽
10
月
２
日
〜
11
月
６
日
の
毎
週

月
曜
日
（
10
月
９
日
は
翌
10
日
∏

に
振
り
替
え
）
午
前
10
時
15
分
〜

11
時
15
分
（
全
６
回
）、
西
児
童

館
遊
戯
室
で
。
指
導
は
日
本
幼
児

健
康
体
育
協
会
の
蒔
田
篤
依
さ

ん
。

▼
９
月
19
日
∏
午
前
10
時
〜
25
日

∑
午
後
５
時
に
同
館
@
31
―
６
０

３
９
へ
直
接
ま
た
は
電
話
で
申
し

込
む
。
定
員
30
組（
申
込
多
数
の

場
合
は
抽
選
、
初
め
て
の
方
を
優

先
）。親

子
洋
裁
講
座
〜
ミ
シ
ン
と

手
縫
い
に
挑
戦
！
〜

対
象
は
小
学
３
年
以
上
の
お
子

さ
ん
と
保
護
者
。
子
ど
も
と
一
緒

に
す
て
き
な
作
品
を
作
り
ま
せ
ん

か
。
自
分
の
作
り
た
い
も
の
、
ま

た
は
生
活
を
飾
る
小
物
作
り
（
ウ

ォ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
な
ど
）
に
挑
戦

し
ま
す
。

▽
10
月
21
日
・
11
月
18
日
・
12
月

16
日
の
い
ず
れ
も
土
曜
日
午
前
10

時
〜
正
午
、
社
会
教
育
会
館
で
。

講
師
は
洋
裁
・
手
づ
く
り
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
。
材
料
費
１
組
あ
た

り
350
円
（
家
庭
で
用
意
で
き
る

方
は
無
料
）。
洋
裁
道
具
一
式
を

持
参
。

▼
９
月
19
日
∏
〜
25
日
∑
の
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
５
時
に
社
会
教

育
会
館
@
49
―
２
５
２
１
へ
申
し

込
む
。
定
員
親
子
12
組
（
申
込
多

数
の
場
合
は
抽
選
）。

て
づ
く
り
チ
ャ
レ
ン
ジ
塾
〜

空
気
と
遊
ぼ
う
〜

折
り
紙
・
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
で
、

ブ
ー
メ
ラ
ン
や
鳥
の
形
を
し
た
飛

行
機
な
ど
を
作
り
ま
す
。
対
象
は

在
勤
・
在
学
を
含
む
市
民
で
小
学

３
年
生
以
上
の
親
子
。

▽
10
月
14
日
〜
11
月
25
日
の
毎
週

土
曜
日
午
前
10
時
〜
正
午（
全
７

回
）、
西
社
会
教
育
会
館（
西
児
童

館
２
階
）で
。
講
師
は
西
東
京
航
空

少
年
団
理
事
の
廣
瀬
好
春
さ
ん
。

▼
９
月
19
日
∏
〜
22
日
ª
に
同
館

@
32
―
８
７
６
５
へ
直
接
ま
た
は

電
話
で
申
し
込
む
。
定
員
15
組

（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）。

陽
だ
ま
り
児
童
館
「
遠
足
」

対
象
は
小
学
生
。
羽
根
木
プ
レ
ー

パ
ー
ク
で
思
い
っ
切
り
遊
ぼ
う
！

▽
10
月
14
日
º

午
前
９
時
20
分
、

吉
祥
寺
駅
集
合
、
午
後
４
時
同
駅

解
散
。
参
加
費
160
円
。

▼
９
月
27
日
π
午
後
４
時
〜
10
月

１
日
∂
に
東
児
童
館
@
44
―
２
１

５
０
へ
直
接
ま
た
は
電
話
で
申
し

込
む
。
先
着
42
人
（
市
内
在
住
・

在
学
優
先
）。

す
く
す
く
ひ
ろ
ば
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
出
店
募
集

対
象
は
就
学
前
の
お
子
さ
ん
を

持
つ
３
人
以
上
の
市
民
グ
ル
ー
プ

（
グ
ル
ー
プ
を
重
複
し
て
の
申
し

込
み
は
不
可
）。
出
店
物
は
子
育

て
に
関
す
る
物
を
中
心
と
し
ま
す

（
食
品
や
ゲ
ー
ム
は
不
可
）。

▽
11
月
12
日
∂
午
前
10
時
〜
午
後

１
時
30
分
、す
く
す
く
ひ
ろ
ば
で
。

１
店
舗
２
×
1.8
r
。

▼
９
月
25
日
∑（
消
印
有
効
）ま

で
に
、
往
復
は
が
き
に
メ
ン
バ
ー

全
員
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
・
お
子
さ
ん
の
年
齢
、
販
売
予

定
品
を
記
入
し「
〒
181
―
０
０
１

３
下
連
雀
４
―
19
―
６
す
く
す
く

ひ
ろ
ば
」へ
申
し
込
む
。公
募
数

10
店
舗（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽

選
）。※10

月
10
日
∏
に
事
前
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。
出
店
者
で

運
営
委
員
会
を
つ
く
る
た
め
、
運

営
委
員
を
グ
ル
ー
プ
で
１
人
決

め
、
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

t
同
ひ
ろ
ば
@
45
―
７
７
１
０

東
児
童
館
@
44
―
2
1
5
0

◆
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
（
乳
幼
児
の

遊
び
広
場
）
９
月
19
日
∏

、
21

日
∫
、
22
日
ª
、
25
日
∑
、
29
日

ª
の
午
前
10
時
〜
正
午
。

◆
ひ
よ
こ
ラ
ン
ド
（
０
・
１
歳
児

の
遊
び
広
場
）
９
月
20
・
27
日

の
水
曜
日
午
前
10
時
〜
正
午
。

▼
い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ
。

西
児
童
館
@
31
―
6
0
3
9

◆
ち
び
っ
こ
の
日
ス
ペ
シ
ャ
ル

「
９
月
生
ま
れ
の
誕
生
会
」
９
月

28
日
∫
午
前
11
時
30
分
か
ら
。
誕

生
月
の
お
子
さ
ん
に
写
真
付
き
カ

ー
ド
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
写
真
は
当

日
で
な
く
て
も
お
撮
り
し
ま
す
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

※
９
月
17
日
∂
〜
24
日
∂
は
改

修
工
事
の
た
め
遊
戯
室
の
使
用
が

で
き
ま
せ
ん
。

す
く
す
く
ひ
ろ
ば

@
45
―
7
7
1
0

◆
１
・
２
歳
児
年
齢
別
あ
そ
び
ま

し
ょ

◇
１
歳
（
運
動
会
ご
っ
こ
）
＝
10

月
12
日
∫
①
午
前
10
時
15
分
〜
11

時
15
分
、
②
午
前
11
時
30
分
〜
午

後
０
時
30
分
。

◇
２
歳
（
お
絵
描
き
遊
び
）
＝
10

月
19
日
∫
①
午
前
10
時
15
分
〜
11

時
15
分
、
②
午
前
11
時
30
分
〜
午

後
０
時
30
分
。

▼
い
ず
れ
も
２
週
間
前
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
同
ひ
ろ
ば
へ
。

児
童
手
当
の
申
請
は
9
月
30
日
º
ま
で
で
す

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
！

４
月
１
日
か
ら
児
童
手
当
法
が

改
正
に
な
り
、
①
所
得
制
限
が
緩

和
さ
れ
（
別
表
）、
②
対
象
年
齢

が
小
学
校
卒
業
ま
で
（
12
歳
の
年

度
末
ま
で
）
に
延
長
に
な
り
ま
し

た
。
新
た
に
対
象
と
な
る
方
は
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
た
に
対
象
と
な
る
方
は
、

９
月
29
日
ª
（
三
鷹
駅
前
市
政
窓

口
は
30
日
º
）
ま
で
に
申
請
す
る

と
、
４
月
分
ま
た
は
６
月
分
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
改
正
前
の
制
度
で
も

申
請
で
き
た
方
が
改
正
後
に
申
請

し
て
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
給
で
き

ま
せ
ん
）。

※
３
月
ま
で
受
給
し
て
い
た
お

子
さ
ん
は
自
動
継
続
の
た
め
手
続

き
は
不
要
で
す
。

◆
平
成
17
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
さ
れ
た
方

前
住
所
地
の
住
民

税
課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。
転

入
時
期
に
よ
り
必
要
な
証
明
書
の

年
度
（
17
年
度
ま
た
は
18
年
度
）

が
異
な
る
の
で
、
事
前
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
18
年
度
証
明
書
は
６
月
１
日

以
降
に
発
行
さ
れ
ま
す
。

※
三
鷹
市
で
申
請
で
き
る
の

は
、
転
入
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら

に
な
り
ま
す
。

t
子
育
て
支
援
室
（
市
役
所

４
階
i
番
窓
口
）
@
内
線
２
６
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※所得の多い方の親の所得で判断し
ます。
※扶養人数には配偶者も含みます。
※給与の場合は源泉徴収票の給与所
得控除後の金額から8万円を引いた額、
事業収入の場合は総収入から必要経費
と8万円を引いた額でみます。
※老年者、寡婦（夫）、障害者控除、
雑損控除、医療費控除、小規模企業共
済等掛金控除、障害者扶養控除のある
方はさらにその所得法上の控除額、老
人扶養親族がいる場合は1人につき6
万円を差し引くことができます。

扶養 国民年金に 厚生年金または共済
人数 加入の方 年金などに加入の方

0 4,600 5,320

1 4,980 5,700

2 5,360 6,080

3 5,740 6,460

4 6,120 6,840

新所得限度額 （単位:千円）

市
内
16
園
の
私
立
幼
稚
園
で

は
、
伝
統
と
特
色
あ
る
幼
児
教
育

を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
19
年
度

の
園
児
募
集
は
次
の
通
り
で
す
。

◆
入
園
案
内
書
の
配
布

10
月
15

日
∂
か
ら
各
園
で
配
布

◆
願
書
の
受
付

11
月
１
日
π
か

ら
、
入
園
を
希
望
す
る
各
園
で
。

く
わ
し
く
は
各
園
に
お
問
い
合

平
成
19
年
度
私
立
幼
稚
園
児

（
3
歳
児
か
ら
）
を
募
集

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
市
政
窓
口
な
ど
に
三
鷹
市
私

立
幼
稚
園
協
会
の
案
内
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

※
み
た
か
子
育
て
ね
っ
と

http://www.kosodate.m
itak

a.ne.jp/

の
幼
稚
園
情
報
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
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